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淀川管内河川レンジャー（試行）運営要領 

 

 

第２章 淀川管内河川レンジャー 

 

（河川レンジャーの任期） 

第１７条 新任の河川レンジャーは、任命から１年を達した日以後における最初の３月

３１日までを任期とし、これを試行期間とする。 

２ 再任の河川レンジャーは、再任された年の４月１日から翌々年の３月３１日ま

での２年間を任期とする。 

３ センター河川レンジャーの任期は定めないものとする。 

４ 事務所長は、任期満了により退任する河川レンジャーに対し、その貢献を讃え

るため、感謝状を贈呈する。 

 

（河川レンジャーの再任） 

第１８条 河川レンジャーは、２回を越えて再任されない。ただし、次の各号のいずれ

かに該当すると認められるときは、１回に限り特例として再任されることができ

る。（以下「特例再任」という。） 

（１）地域住民との意見交換を通じて河川との関わりを定着させる役割を担ってい

る者又は担うことが十分に期待できる者 

（２）所属する運営会議において、他に同等の活動を担う河川レンジャーが存在し

ていない者で継続することが不可欠な活動を行っている者 

（３）河川レンジャー全体の運営に尽力している者又は尽力していただく必要があ

る者 

２ 運営会議事務局は、任期が満了となる河川レンジャーに対して、任期が満了と

なる年の１月末日までに再任の意志を確認しなければならない。ただし、前項た

だし書きの特例再任にあたっては、代表者会議が再任を決定した河川レンジャー

に対して、任期が満了となる年の１月末日までに代表者会議事務局が再任の意志

を確認しなければならない。 

３ １回目の再任の意志が認められた新任の河川レンジャーは、運営会議において

試行期間の活動状況から、継続が妥当であると認められたときは再任する。 

４ ２回目の再任の意志が認められた河川レンジャーは、運営会議において再任の

可否の審査を行い再任が決定したときは再任する。 

５ 第１項ただし書きの特例再任は、運営会議が再任の必要性を審議したうえで推

薦する者及び事務所長が推薦する者を対象とし、代表者会議が再任の可否の審査

及び再任の決定を行い、その議に基づき、第２項ただし書きの確認を経て、運営

会議が再任する。 

６ 前項の推薦は、各運営会議から１名、事務所長から５名を限度とする。 

７ 運営会議は、再任を行ったときは、事務所長及び代表者会議に報告するものと
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する。 

 

 

第４章 河川レンジャー運営会議 

 

（運営会議の組織） 

第３８条 運営会議の委員は、前条第１項各号に規定する委員の構成に基づいて、事務

所長が委嘱する。 

２ 前条第１号の委員は、事務所長が選任する。 

３ 前条第４号の委員は、事務所長が自治体の長又は河川担当部局等に選任を依頼

する。 

４ 委員の任期は２年間とし、再任を妨げない。ただし、河川レンジャーは、第１

７条各項に規定する任期に準じる。 

５ 事務所長は、委員から辞任の申し出があったとき又は委員がその任務を遂行す

ることが適当でなくなったと認めるときは、前項の任期にかかわらず、解嘱する

ことができる。この場合、事務所長は、遅滞なく後任の委員を委嘱するものとす

る。 

６ 補欠のため又は増員によって委嘱する委員の任期は、それぞれの前任者又は現

任者の任期の残存期間とする。 

７ 委員は任期満了後においても、後任者が委嘱されるまでの期間は、その職務を

継続する。 

８ 運営会議に代表者を置き、前条第１項第１号の委員から、委員の互選によりこ

れを定める。 

９ 運営会議に河川レンジャー代表を置き、前条第１項第２号の委員から、委員の

互選によりこれを定める。ただし、第１８条第１項ただし書きの特例再任の２年

目に該当する河川レンジャーを選任することはできない。 

１０ 代表者及び河川レンジャー代表の任期は、選任された年の４月１日から翌年

の３月３１日までの１年間とする。ただし、再任は妨げない。 

１１ 運営会議の議事進行のため、座長を置くことができるものとし、委員の互選

によりこれを定める。 

１２ 代表者は、会務を総理する。 

１３ 代表者に事故があるときは、代表者があらかじめ指名する委員又は座長がそ

の職務を代理する。 

１４ 河川レンジャー代表に事故があるときは、河川レンジャー代表があらかじめ

指名する河川レンジャーがその職務を代理する。 

１５ 前条第１項第４号の委員については、運営会議への代理出席を認めるものと

する。 

１６ 運営会議は、委員総数の３分の２以上の出席をもって成立し、出席委員の過

半数をもって議決する。ただし、第１６条第１項に規定する河川レンジャーの解
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任を審議するとき、第１８条第３項に規定する河川レンジャーの再任の妥当性を

確認するとき、第１８条第４項に規定する河川レンジャーの再任の可否を審査及

び再任を決定するときは、第３７条第１項第２号及び第３号の委員は、議決権を

持たないものとする。 

 

 

附 則 

この要領は、平成１６年１２月１０日から施行する。 

 

改正 平成１８年３月８日 

改正 平成１９年３月２３日 

改正 平成２１年２月４日 

改正 平成２２年３月２５日 

改正 平成２２年９月５日 

 

 


